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プルトニウム研究 1棟の廃止に向けた措置に伴う核燃料物質使用変更許可申請について 

 

１． 施設の概況 

プルトニウム研究１棟は、平成26年度の機構改革により施設の廃止が決定されたことを

受け、令和２年12月に施設で保有していた全ての核燃料物質の他施設への搬出を完了し、令

和３年６月に保安規定の変更の認可を受け、政令第41条非該当施設に管理を移行した。また、

令和３年12月に使用の目的を「施設の廃止に向けた措置の実施に伴う核燃料物質によって汚

染された設備の管理」とする核燃料物質の使用の変更の許可を受けた。 

今後、核燃料物質の使用の変更の許可を受けた後に、設備・機器の撤去に着手し、管理区

域解除までの一連の作業を行う計画である。 

 

２． 廃止に向けた措置の計画について 

プルトニウム研究１の廃止に向けた措置に関するスケジュールを下表に示す。 

グローブボックス等の設備・機器の撤去作業着手から、管理区域解除までの一連の作業期

間は、全体で約 4年を見込んでおり、本作業に係る契約は、作業を短期間で完了させるため

複数年契約とし、作業を通年で行う計画である。 

なお、廃止に向けた措置における放射線管理等については、「原子力科学研究所少量核燃

料物質使用施設等保安規則」及び「放射線安全取扱手引」等に従い、また、一般労働安全に

ついても所内規程に基づく管理の元で実施するものとする。 

 

表 プルトニウム研究１の廃止に向けた措置に関するスケジュール 

 1年目 2年目 3年目 4年目 

グローブボックス等撤去     

液体廃棄施設撤去     

壁・天井等はつり     

気体廃棄施設撤去     

汚染検査     

管理区域解除           ◎ 

 

３． 核燃料物質使用変更許可申請の内容について 

プルトニウム研究 1 棟の廃止に向けた措置は上記の方針及びスケジュールで行う計画で

ある。このため、変更許可申請の内容については「プルトニウム研究 1棟における核燃料物

質の使用の廃止」とし、プルトニウム研究１棟に関する内容を全て削除する変更申請とした

い。 

以上 
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